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令和7年度の税制改正により、年末調整の仕組みに大きな変更がありました。 

基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除制度の導入など、皆さまに関わる内容を整理しました。 

 

主な変更点 

 

★基礎控除の見直し 

 合計所得金額が2,350万円以下の方は基礎控除額が58万円になりました（従来より+10万円）。 

さらに、合計所得金額が655万円以下の方は最大37万円が加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★給与所得控除の改正 

  最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました（給与収入190万円以下の方のみ控除額に変更あり）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★扶養親族等の所得要件の緩和 

・扶養親族等の所得要件が48万円以下から58万円以下へ引き上げられました。 

→給与収入123万円以下であれば扶養対象に 

 

・勤労学生は85万円以下（従来75万円以下）に緩和されました。 

→給与収入150万円以下であれば扶養対象に 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★特定親族特別控除の新設 

  対象は19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万超123万円以下（給与収入123万円超188万円以下）の親族。

給与収入188万円までであれば、所得に応じて控除額は段階的に減少しますが、最大63万円から最低3万円までの

控除を受けることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

★申告書の様式が基配所から基配特所に！ 

「マル基配所」に新たに特定親族特別控除申告書（次ページ図4の欄）が加わり「マル基配特所」になっています。 

1枚の用紙に複数の申告内容が組み込まれたため、記入漏れや判定ミスに注意が必要です。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

今回の改正で控除の対象が広がり、節税のチャンスが増える一方、申告書類や確認事項も増え複雑になっています。 

 

特に影響が大きいのは 

 

・給与収入が123万円前後のご家族がいる方 

・ 19歳以上23歳未満のお子様がいる方 です。 

 

早めの確認と準備をおすすめいたします。 

 

 

ご不明点や個別のケースは、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。 
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